
Change,Challenge,Chance

令和8年度診療報酬改定における
医科診療行為マスターの変更点等について

審査運営部 コンピュータチェック課

マスター整備係

資料１

【凡例】
項目…各種マスターの項目のこと
フラグ…各種マスターの設定値のこと
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項目の変更（1/5）
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項目の変更（1/5）
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項目の変更（1/5）

〇「予備」から「物価対応料区分」へ変更

項番 項目名

形式

内容
モード

最大
バイト

項目
形式

132 物価対応料区分 英数 1 固定 物価対応料に関する診療行為であるか否かを表す。

０：「１」及び「２」以外の診療行為
１：物価対応料自体
２：物価対応料に関する診療行為

項番 項目名
形式

内容
モード

最大
バイト

項目
形式

132 予備 数字 1 固定 未使用：省略
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項目の変更（1/5）

〇「予備」から「物価対応料グループ区分」へ変更

項番 項目名

形式

内容
モード

最大
バイト

項目
形式

133 物価対応料グループ区分 英数 3 固定 物価対応料を算定できる診療行為のグループ区分を表す。

０００：「１」から「５００（予定）」以外の診療行為
００１：外来・在宅物価対応料（初診時）
００２：外来・在宅物価対応料（再診時等）
００３：外来・在宅物価対応料（訪問診療時）
００４：急性期病院Ａ一般入院料を算定する場合
００５：急性期病院Ｂ一般入院料を算定する場合（ハの場合を除

く。）
００６：急性期病院Ｂ一般入院料及び看護・多職種協働加算を算

定する場合
００７：急性期一般入院料１を算定する場合

（以下、省略・・・）

項番 項目名
形式

内容
モード

最大
バイト

項目
形式

133 予備 数字 1 固定 未使用：省略
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項目の変更（2/5）
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項目の変更（2/5）

〇「予備」から「臓器移植実施体制確保加算」へ変更

項番 項目名
形式

内容
モード

最大
バイト

項目
形式

134 予備 数字 1 固定 未使用：省略

項番 項目名

形式

内容
モード

最大
バイト

項目
形式

134 臓器移植実施体制確保加算 英数 1 固定 臓器移植実施体制確保加算を算定可能な診療行為であるか否かを表す。

＜基本項目、合成項目、準用項目＞
０：臓器移植実施体制確保加算を算定できない診療行為
１：臓器移植実施体制確保加算を算定可能な診療行為

＜加算項目、通則加算項目＞
０：臓器移植実施体制確保加算以外の診療行為
１：臓器移植実施体制確保加算自体
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項目の変更（3/5）
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項目の変更（3/5）

〇「予備」から「内視鏡手術用支援機器加算」へ変更

項番 項目名
形式

内容
モード

最大
バイト

項目
形式

135 予備 数字 1 固定 未使用：省略

項番 項目名

形式

内容
モード

最大
バイト

項目
形式

135 内視鏡手術用支援機器加算 英数 1 固定 内視鏡手術用支援機器加算を算定可能な診療行為であるか否かを表す。

＜基本項目、合成項目、準用項目＞
０：内視鏡手術用支援機器加算を算定できない診療行為
１：内視鏡手術用支援機器加算を算定可能な診療行為

＜加算項目、通則加算項目＞
０：内視鏡手術用支援機器加算以外の診療行為
１：内視鏡手術用支援機器加算自体
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項目の変更（4/5）
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項目の変更（4/5）

〇「予備」から「遠隔電子処方箋活用加算等」へ変更

項番 項目名
形式

内容
モード

最大
バイト

項目
形式

136 予備 数字 1 固定 未使用：省略

項番 項目名

形式

内容
モード

最大
バイト

項目
形式

136 遠隔電子処方箋活用加算等 英数 1 固定 遠隔電子処方箋活用加算等加算を算定可能な診療行為であるか否か
を表す。

＜基本項目、合成項目、準用項目＞
０：遠隔電子処方箋活用加算等を算定できない診療行為
１：遠隔電子処方箋活用加算等を算定可能な診療行為

＜加算項目、通則加算項目＞
０：遠隔電子処方箋活用加算等以外の診療行為
１：遠隔電子処方箋活用加算自体
２：医療提供機能連携確保加算自体
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項目の変更（5/5）

〇「予備」から「外科医療確保特別加算」へ変更

項番 項目名
形式

内容
モード

最大
バイト

項目
形式

137 予備 数字 1 固定 未使用：省略

項番 項目名

形式

内容
モード

最大
バイト

項目
形式

137 外科医療確保特別加算 英数 1 固定 外科医療確保特別加算を算定可能な診療行為であるか否かを表す。

＜基本項目、合成項目、準用項目＞
０：外科医療確保特別加算を算定できない診療行為
１：外科医療確保特別加算を算定可能な診療行為

＜加算項目、通則加算項目＞
０：外科医療確保特別加算以外の診療行為
１：外科医療確保特別加算自体
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フラグの追加（1/4）

〇再製造単回使用医療機器使用加算区分のフラグ追加
※令和８年３月１日適用

項番 項目名

形式

内容
モード

最大
バイト

項目
形式

131 再製造単回使用医療機器使用加算 数字 ３ 固定 再製造単回使用医療機器使用加算であるか否かを表す。

０００：再製造単回使用医療機器使用加算以外
００１：再製造単回使用医療機器使用加算（体外式ペースメーカー

用カテーテル電極（再製造・冠状静脈洞型））自体
００２：再製造単回使用医療機器使用加算（体外式ペースメーカー

用カテーテル電極（再製造・房室弁輪部型））自体
００３：再製造単回使用医療機器使用加算（心腔内超音波プロー

ブ（再製造・標準型））自体
００４：再製造単回使用医療機器使用加算（心腔内超音波プロー

ブ（再製造・磁気センサー付き））自体
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フラグの追加（2/4）

〇検査等実施判断グループ区分のフラグ追加及び変更

項番 項目名

形式

内容
モード

最大
バイト

項目
形式

51 検査等実施判断グループ区分 数字 ２ 可変 検査及び画像診断等の判断料又は診断料を算定できる診療
行為のグループ区分を表す。

 ０：「１」から「４２」以外の診療行為
 １：尿・糞便等検査
 ２：血液学的検査
 ３：生化学的検査（Ⅰ）
 ４：生化学的検査（Ⅱ）
 ５：免疫学的検査
 ６：微生物学的検査
 ８：基本的検体検査
１１：呼吸機能検査
１３：脳波検査
１４：神経・筋検査（筋電図検査）
１５：ラジオアイソトープ検査
１６：眼科学的検査
１７：遺伝子関連・染色体検査判断料
１８：神経・筋検査（その他）
３１：核医学診断
（「Ｅ１０１－２」から「Ｅ１０１－５」）

以下 （略）
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フラグの追加（3/4）

〇頸部郭清術併施加算等区分のフラグ追加及び変更

項番 項目名

形式

内容
モード

最大
バイト

項目
形式

54 頸部郭清術併施加算等区分 数字 1 固定 頸部郭清術併施加算を算定可能な診療行為であるか否かを表す。

＜基本項目、合成項目、準用項目＞
０：「１」及び「２」以外の診療行為
１：頸部郭清術併施加算及び頭頸部悪性腫瘍センチネルリンパ節生

検加算を算定可能な診療行為
２：頸部郭清術併施加算を算定可能な診療行為

＜加算項目、通則加算項目＞
０：「１」及び「２」以外の診療行為
１：頸部郭清術併施加算自体
２：頭頸部悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算自体
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▪Ｋ９３９画像等手術支援加算 ２実物大臓器立体モデルによるものがイとロに細分化されたことによ
る内容の変更

形式（モード）の変更及びフラグの追加（4/4）
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形式（モード）の変更及びフラグの追加（4/4）

〇画像等手術支援加算のモード及び内容変更

項番 項目名

形式

内容
モード

最大
バイト

項目
形式

20 画像等手術支援加算 英数 1 固定 画像等手術支援加算を算定可能な診療行為であるか否かを表す。

＜基本項目、合成項目、準用項目＞
０：「１」から「７」以外の診療行為
１：ナビゲーションによる支援加算（2,000点）を算定可能な診療行

為
２：実物大臓器立体モデルによる支援加算（ロ：イ以外・2,000点）

を算定可能な診療行為
３：ナビゲーション又は実物大臓器立体モデルによる支援加算（ロ）

（共に2,000点）を算定可能な診療行為
４：患者適合型手術支援ガイドによる支援加算（2,000点）を算定

可能な診療行為
５：ナビゲーション又は患者適合型手術支援ガイドによる支援加算（共

に2,000点）を算定可能な診療行為
６：実物大臓器立体モデル（ロ）又は患者適合型手術支援ガイドに

よる支援加算（共に2,000点）を算定可能な診療行為
７：実物大臓器立体モデルによる支援加算（イ：複雑先天性心疾患

の患者・18,000点）を算定可能な診療行為

＜加算項目、通則加算項目＞
０：「１」、「２」、「４」及び「６」以外の診療行為
１：ナビゲーションによる支援加算自体
２：実物大臓器立体モデルによる支援加算（ロ）自体
４：患者適合型手術支援ガイドによる支援加算自体
６：実物大臓器立体モデルによる支援加算（イ）自体
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救命救急入院料のコードについて

点数表

区分番号

変更

区分
診療行為コード 省略漢字名称 新点数

Ａ３００ 5 190024310 救命救急入院料２（３日以内） 11847.00

Ａ３００ 5 190128710 救命救急入院料２（４日以上７日以内） 10731.00

Ａ３００ 5 190024410 救命救急入院料２（８日以上） 9413.00

Ａ３００ 5 190244810 救命救急入院料２（３日以内）（急性血液浄化等の患者） 11847.00

Ａ３００ 5 190244910 救命救急入院料２（４～７日以内）（急性血液浄化等の患者） 10731.00

Ａ３００ 5 190245010 救命救急入院料２（８日以上）（急性血液浄化等の患者） 9413.00

Ａ３００ 5 190024510 救命救急入院料１（３日以内） 10268.00

Ａ３００ 5 190128610 救命救急入院料１（４日以上７日以内） 9292.00

Ａ３００ 5 190074510 救命救急入院料１（８日以上） 7934.00

Ａ３００ 5 190244510 救命救急入院料１（３日以内）（急性血液浄化等の患者） 10268.00

Ａ３００ 5 190244610 救命救急入院料１（４～７日以内）（急性血液浄化等の患者） 9292.00

Ａ３００ 5 190244710 救命救急入院料１（８日以上）（急性血液浄化等の患者） 7934.00

改定前

点数表

区分番号

変更

区分
診療行為コード 省略漢字名称 新点数

Ａ３００ 5 190024510 救命救急入院料１（３日以内） 12379.00

Ａ３００ 5 190128610 救命救急入院料１（４日以上７日以内） 11240.00

Ａ３００ 5 190074510 救命救急入院料１（８日以上） 9894.00

Ａ３００ 5 190244510 救命救急入院料１（３日以内）（急性血液浄化等の患者） 12379.00

Ａ３００ 5 190244610 救命救急入院料１（４～７日以内）（急性血液浄化等の患者） 11240.00

Ａ３００ 5 190244710 救命救急入院料１（８日以上）（急性血液浄化等の患者） 9894.00

Ａ３００ 5 190024310 救命救急入院料２（３日以内） 10623.00

Ａ３００ 5 190128710 救命救急入院料２（４日以上７日以内） 9629.00

Ａ３００ 5 190024410 救命救急入院料２（８日以上） 8469.00

Ａ３００ 5 190244810 救命救急入院料２（３日以内）（急性血液浄化等の患者） 10623.00

Ａ３００ 5 190244910 救命救急入院料２（４～７日以内）（急性血液浄化等の患者） 9629.00

Ａ３００ 5 190245010 救命救急入院料２（８日以上）（急性血液浄化等の患者） 8469.00

改定後

〇救命救急入院料の見直しに伴い、3、4及び５が廃止となり、
既存の１のコードは２へ、２のコードは１へそれぞれ引継ぐ
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人工呼吸器使用加算の細分化について

区分 診療行為名称 点数表告示 改定前（R6年度） 改定後（R８年度）

A306 特殊疾患入院医療管理料 人工呼吸器使用加算（特殊疾患入院医療管理料）

A309 特殊疾患病棟入院料 人工呼吸器使用加算（特殊疾患病棟入院料）

注2　当該病室に入院している患者が人工

呼吸器を使用している場合は、１日につき所

定点数に600点を加算する。

人工呼吸器使用加算

（特殊疾患入院医療管理料・特殊疾患病棟入院料）

▪人工呼吸器使用加算については、R6年度においては区分が異なる入院料であっても同一のコードを使
用していたが、区分ごとに注加算として示されていることから、R８年度においては以下のとおり細分
化する。
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リハビリテーション加算の取扱いについて

R8新設

注5　休日リハビリテーション加算

4

Ｈ００２　運

動器リハビリ

テーション料

注  １本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院

中のもの又は入院中の患者以外の患者（大腿(たい)骨頸(けい)部

骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保

険医療機関を退院したもの（区分番号Ａ２４６の注４に掲げる地域

連携診療計画加算を算定した患者に限る。）に限る。）に対して、休

日にリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増

悪  から30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、１

単位につき●●点を所定点数に加算する。

5

Ｈ００３　呼

吸器リハビリ

テーション料

注  １本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院

中のものに対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、発症、手術

若しく  は急性増悪から７日目又は治療開始日のいずれか早いものか

ら起算して30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、

１単位につき●●点を所定点数に加算する。

リハビリ種類NO.
R8新設

注5　休日リハビリテーション加算

1

Ｈ０００　心

大血管疾患リ

ハビリテーショ

ン料

注  １本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院

中のものに対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、発症、手術

若しくは急性増悪から７日目又は治療開始日のいずれか早いものから

起算して30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、１

単位につき●●点を所定点数に加算する。

2

Ｈ００１　脳

血管疾患等リ

ハビリテーショ

ン料

注  １本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院

中のもの又は入院中の患者以外の患者（脳卒中の患者であって、当

該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したも

の（区分番号Ａ２４６の注４に掲げる地域連携診療計画加算を算

定した患者に限る。）に限る。）に対して、休日にリハビリテーションを

行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日目までを限

度として、休日リハビリテーション加算として、１単位につき●●点を所定

点数に加算する。

3

　Ｈ００１－

２　廃用症候

群リハビリテー

ション料

注  １本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院

中のものに対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、発症、手術

又は  急性増悪から30日目までを限度として、休日リハビリテーション加

算として、１単位につき●●点を所定点数に加算する。

リハビリ種類NO.

▪リハビリテーション加算は、これまではそれぞれの加算について１コードのみで運用してきたが、疾
患リハビリごとに告示内容が異なることから、当該、加算コードを疾患別リハビリごとに細分化。
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リハビリテーション加算の取扱いについて

▪対象のリハビリ加算一覧

注 対象リハビリ加算一覧

2 早期リハビリテーション加算

3 初期加算

4 急性期リハビリテーション加算

5 休日リハビリテーション加算

7 リハビリテーション提出加算
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上限回数を見直す診療行為について

▪R８診療報酬改定に伴い、以下の診療行為について上限回数の見直しを行った。

Ｎｏ 診療行為コード 省略漢字名称
上限回数

変更前

上限回数

変更後
変更理由

1 150371910 組織拡張器による再建手術（乳房（再建手術）） 1 0

K022　組織拡張器による再建手術　留意事項通知(５)

　「原則として１患者の同一部位の同一疾患に対して１回のみの算定であり、１回行った後に再度行っても算定できない。た

だし、医学的な必要からそれ以上算定する場合においては、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ

と。」とあることから0回へ変更

2 150372010 組織拡張器による再建手術（その他） 1 0

K022　組織拡張器による再建手術留意事項　通知(５)

　原則として１患者の同一部位の同一疾患に対して１回のみの算定であり、１回行った後に再度行っても算定できない。た

だし、医学的な必要からそれ以上算定する場合においては、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

とあることから0回へ変更

3 160164250 ＮＴＸ 1 0

Ｄ００８　内分泌学的検査　留意事項通知(12)

　「「25」のＩ型コラーゲン架橋Ｎ－テロペプチド（ＮＴＸ）及び「39」のデオキシピリジノリン（ＤＰＤ）（尿）は、原発性

副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定、副甲状腺機能亢進症手術後の治療効果判定又は骨粗鬆症の薬剤治療方

針の選択に際して実施された場合に算定する。

　なお、骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に１回、その後６月以内の薬剤効果判定時に１回に限り、また薬剤治療方針

を変更したときは変更後６月以内に１回に限り算定できる。」とあるが原発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定、副

甲状腺機能亢進症手術後の治療効果判定については、回数制限がないことから0回に変更

4 160189250 Ｌ－ＦＡＢＰ（尿） 1 0

Ｄ００１　尿中特殊物質定性定量検査　留意事項通知(8)

「「19」のＬ型脂肪酸結合蛋白（Ｌ－ＦＡＢＰ）（尿）は、原則として３月に１回に限り算定する。ただし、医学的な必

要性からそれ以上算定する場合においては、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。」とあることから0回

に変更

5 160220610 ＥＧＦＲ遺伝子検査（肺癌） 1 0

Ｄ００４－２　悪性腫瘍組織検査　留意事項通知(１)

　「「１」の悪性腫瘍遺伝子検査は、固形腫瘍又は悪性リンパ腫の腫瘍細胞を検体とし、悪性腫瘍の詳細な診断及び治療

法の選択を目的として悪性腫瘍患者本人に対して行った、（２）から（４）までに掲げる遺伝子検査について、患者１人

につき１回に限り算定する。ただし、肺癌におけるＥＧＦＲ遺伝子検査については、再発や増悪により、２次的遺伝子変

異等が疑われ、再度治療法を選択する必要がある場合にも算定できることとし」とあることから0回に変更

6 160236850 乳癌悪性度判定検査 1 0

Ｄ００６－29　乳癌悪性度判定検査　留意事項通知(１)

「ホルモン受容体陽性かつＨＥＲ２陰性であって、リンパ節転移陰性、微小転移又はリンパ節転移１～３個の早期浸潤性

乳癌患者を対象として、遠隔再発リスクの提示及び化学療法の要否の決定を目的として、腫瘍組織から抽出した 21 遺伝

子のＲＮＡ発現の定量値に基づき乳癌悪性度判定検査を実施した場合に、原則として患者１人につき１回に限り算定で

きる。ただし、医学的な必要性から患者１人につき２回以上実施した場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に

記載すること。」とあることから0回に変更
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